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令和４年１月20日（木曜日）

午前10時22分開会

会議に付託された議案等

令和 年度宮崎県一般会計補正予○議案第１号 ３

算（第18号）

出席委員（８人）

委 員 長 日 髙 陽 一

副 委 員 長 太 田 清 海

委 員 坂 口 博 美

委 員 濵 砂 守

委 員 二 見 康 之

委 員 窪 薗 辰 也

委 員 来 住 一 人

委 員 有 岡 浩 一

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 横 山 浩 文

商工観光労働部次長 丸 山 裕太郎

観光経済交流局長 横 山 直 樹

商 工 政 策 課 長 児 玉 浩 明

観 光 推 進 課 長 飯 塚 実

吉 田 秀 樹オールみやざき営業課長

県土整備部

県 土 整 備 部 長 西 田 員 敏

県土整備部次長
中 嶋 亮

（ 総 括 ）

県土整備部次長
森 英 彦

(道路･河川･港湾担当)

県土整備部次長
原 口 耕 治

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 松 新廣

部参事兼管理課長 児 玉 憲 明

用 地 対 策 課 長 伊 豆 雅 広

技 術 企 画 課 長 桑 畑 正 仁

工 事 検 査 課 長 斉 藤 幸 男

道路建設課長補佐
吉 元 昭 一

( 総 括 )

道 路 保 全 課 長 東 和 俊

河 川 課 長 小 牧 利 一

ダ ム 対 策 監 松 山 英 雄

砂 防 課 長 行 田 明 生

港 湾 課 長 鈴 木 宣 生

空 港 ・ ポ ー ト
大 浦 浩一郎

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 梅 下 利 幸

美しい宮崎づくり
黒 木 正 行

推 進 室 長

建 築 住 宅 課 長 金 子 倫 和

営 繕 課 長 巢 山 昌 博

設 備 室 長 日 髙 誠

高速道対策局次長 伊 福 隆 徳

事務局職員出席者

政策調査課主幹 田 部 幸 信

議事課主任主事 牛ノ濵 晋 也

ただいまから商工建設常任委員○日髙委員長

会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。

お手元に配付いたしました日程案のとおりで

よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○日髙委員長

令和４年１月20日(木)
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します。

次に、本委員会に付託されました議案等につ

いての説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

商工観光労働部でご○横山商工観光労働部長

ざいます。委員の皆様には、大変お忙しい中補

正予算を御審議いただき、誠にありがとうござ

います。座って説明をさせていただきます。

今回、年末に国の補正予算が成立しましたこ

とを受けまして、取り急ぎ予算化を行う必要の

ある２本の事業の御審議をお願いいたします。

なお、国の経済対策に関連する事業につきま

しては、本日、御説明をします事業以外にも、

２月定例会への提出に向けまして、現在調整を

進めているところでございますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。

それでは、常任委員会資料の１ページを御覧

ください。

議案第１号「令和３年度宮崎県一般会計補正

予算（第18号 」でございます。）

、商工観光労働部の一般会計歳出につきまして

、 、表の左から 補正前の額617億3,148万7,000円に

補正額59億4,853万円を増額しまして、補正後の

額が676億8,001万7,000円となります。

個別の事業の内容につきましては、それぞれ

担当課長から説明をさせますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。

商工政策課です。○児玉商工政策課長

議案第１号「令和３年度宮崎県一般会計補正

予算（第18号 」について御説明いたします。）

お手元の令和３年度１月補正歳出予算説明資

料の青いインデックス 商工政策課のところ 39、 、

ページをお開きください。

補正額は、左から２列目の補正額の欄にあり

ますとおり、一般会計10億7,770万円の増額補正

をお願いするものです。

補正後の一般会計の額は、右から３列目の欄

にありますとおり、503億1,727万6,000円となり

ます。

ページをめくっていただきまして、41ページ

をお開きください。

補正の内容ですが （事項）中小商業活性化事、

業費につきまして、説明欄の１、新規事業、地

域経済回復支援事業をお願いするものです。

事業の詳細につきましては、常任委員会資料

で御説明いたします。

恐れ入りますが、常任委員会資料の３ページ

をお開きください。

新規事業、地域経済回復支援事業です。

１の事業の目的・背景ですが、度重なる新型

コロナウイルスの感染拡大によって、県内経済

への影響が長期化し、また、今回の第６波によ

り、県内事業者は大きな打撃を受けているとこ

ろであります。

このため、今後の感染状況も見極めながら、

県民の消費需要を喚起し、落ち込んだ地域経済

の早期回復を図る必要がありますことから、市

町村に対して必要な経費を補助し、地域の実情

に応じた消費喚起策やキャッシュレス版地域内

経済循環を推進するものです。

２の事業の概要ですが、予算額は10億7,770万

円で、財源は国庫を活用したいと考えており、

事業の実施主体は各市町村となります。

２の（５）の事業内容ですが、まず、①みや

ざき応援消費加速化事業につきましては、予算

額10億1,770万円で、全市町村を対象にプレミア

ム付商品券など、市町村が実施する地域の実情

に応じた消費喚起策に係る経費について、２分

の１を限度に補助するものです。
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次に、②キャッシュレス版地域内経済循環支

援事業につきましては、予算額6,000万円で、地

域通貨ポイントの導入や決済事業者と連携した

キャッシュレス推進による生産性向上などの効

果検証事業等、市町村が実施するキャッシュレ

ス推進に係る経費について、２分の１を限度に

補助するものであります。

３の事業の効果ですが、地域の実情に応じた

消費喚起策やキャッシュレス推進を行う市町村

を支援することによりまして、県民の消費喚起

を促すとともに、本県経済の回復が図られるも

のと考えております。

説明は以上であります。

観光推進課の補正予算に○飯塚観光推進課長

ついて御説明いたします。

お手元の令和３年度１月補正歳出予算説明資

料の43ページをお開きください。

一般会計で、48億7,083万円の補正をお願いし

ております。この結果、補正後の一般会計予算

額は 右から３列目 上から２段目のとおり 117、 、 、

億1,308万4,000円となります。

45ページをお開きください。

（事項）観光交流基盤整備費の説明欄、新規

事業、観光みやざき回復支援事業、48億7,083万

円であります。

事業の詳細は、別冊の常任委員会資料で御説

明いたします。

お手元の常任委員会資料の４ページをお開き

ください。

新規事業、観光みやざき回復支援事業であり

ます。

まず、１の事業の目的・背景ですが、この事

業は、新型コロナウイルス感染症の感染状況を

見据えながら、県内宿泊等の割引支援や県内限

、定で使用できるクーポンを普及することにより

宿泊業はもとより、地元のお土産店や飲食店、

地域交通機関など、幅広い観光関連産業の事業

回復を図るものであります。

次に、今回の補正予算に計上した経費につき

まして御説明いたします。

下の図を御覧ください。

一番左側の枠の内容は、国が令和２年７月か

ら実施した観光需要喚起策 ＧｏＴｏトラベ─

、 、ル事業でありますが これは同年12月28日以降

全国で一時停止しているところでありまして、

国は再開までの代替措置として、都道府県が行

う県民による県内旅行割引、本県におけるジモ

・ミヤ・タビキャンペーンに対する支援を実施

しているところであります。

その後国は、昨年11月、感染状況が全国的に

落ち着いてきたことから、県内旅行割引の対象

に隣県を加えるとともに、年明け以降、支援対

象に地域ブロックを追加する方針を示したとこ

ろであります。

、 、さらに 年末年始の感染状況を確認した上で

真ん中の枠にありますとおり、国によるＧｏＴ

ｏトラベル事業を２月以降に再開し、ＧＷ前ま

で実施するとともに、ＧＷ以降は、右側の枠に

ありますとおり、都道府県による宿泊等支援事

業を実施する方針を示したところです。

このたび、この都道府県による宿泊等支援事

業の財源として、国から約49億円の内示をいた

だいたところでありますが、国は翌年度繰越し

を見据え、本年度予算として各都道府県に交付

、 、決定することや 現在の感染状況を踏まえると

国によるＧｏＴｏトラベル事業が実施されず、

都道府県事業の実施が前倒しされることも想定

されることから、その場合に備え、機動的に対

応できるよう、今回、補正予算に計上したもの

であります。
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次に、２の事業の概要ですが、予算額は48

億7,083万円であり、全額国庫で、公益財団法人

宮崎県観光協会への補助により実施することと

しております。

事業内容のうち、①県内宿泊等割引支援事業

でありますが、最大20％の県内宿泊等の割引支

援を実施するものであり、割引上限額は、交通

付き旅行商品が１人泊当たり8,000円、交通なし

旅行商品が１人泊当たり5,000円、日帰り旅行商

品が１人当たり2,000円となっております。

次に、②県内限定クーポン付与事業でありま

すが、宿泊等割引の利用者に対して、県内限定

で利用可能なクーポンを付与するものであり、

クーポン額は平日が上限3,000円、休日が上

限1,000円となっております。

３の事業効果ですが、これらの事業により、

宿泊業はもとより、地域のお土産店や飲食店、

地域交通機関など、幅広い観光関連産業の活性

化につなげることができると考えております。

説明は以上であります。

執行部の説明が終了いたしまし○日髙委員長

た。

議案等について質疑はございませんか。

地域経済回復支援事業について伺○二見委員

いたいんですけれども、これまでもコロナで２

年間ほど 特に最初の頃は飲食業や観光業な─

ど、非常に大きな打撃を受けていたということ

もあって、これらの結果については、どれくら

い影響があったとか、例年に比べてどれくらい

減ったかとか、経済に与えた金額とかのビック

データ等もあると思います。

それに対して、これまで県もジモ・ミヤ・タ

ビキャンペーンとかやっているんですが 下がっ、

た分を埋められたのか、それとも、何割程度ま

で埋めることができたのかとか、そこ辺の検証

をされた上での今回の予算規模になっているの

かお伺いします。

事業予算の規模につきま○飯塚観光推進課長

しては 今回お願いしますジモ・ミヤ・タビキャ、

ンペーンの48億7,000万円につきましては、国が

一方的に県別に幾らという内示額を出してくる

ものでございます。

ということは、これまで観光業関○二見委員

係とかに与えたコロナによる被害額というか、

それに見合ったものかどうかという検討はなさ

れてないということですか。

観光庁の統計で、１月か○飯塚観光推進課長

ら10月までの実績なんですけれども、令和２年

比マイナス12％、コロナ前の令和元年比マイナ

ス42％と、まだ十分な回復状況ではございませ

んが キャンペーンをやっているときは特に 11、 、

月、12月は、本県の観光、宿泊稼働指数が全国

１位になるなど、実績を上げておりました。

ただ、トータルで見ますと、中断期間とか

今もできていませんので、如実にその実績─

が落ちている状況でございます。

全体の話として、いろんな事業の○二見委員

効果が出ているというのは、今の話で分かった

んですけれども、今度は個別の話で、どっかに

偏ったりしていないかというチェックはされて

らっしゃるんですか。

ジモ・ミヤ・タビキャン○飯塚観光推進課長

ペーンに加えて、各市町村でも上乗せをやって

いるところもございます。

特に、県西地区での伸びが非常に大きくて、

ミート・ツーリズムの補助額も大きいのかもし

れませんが、県内ではそういうふうにブロック

で突出してたり、例年並みだったり、いろいろ

差はあるところでございます。

市町村がプラスしてやるところま○二見委員
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で、県はどうこう言えないのかもしれないです

けれども、県の事業としては、ちゃんと一円に

広く、機会均等的に活用してもらわなければ。

あとは、影響があったところに対して、きち

んとカバーできるような内容でないといけない

と思うんですよね。そこをきちんと見てていた

だきたいなということです。一つの制度でしっ

かりやっていかないといけないでしょうから不

公平がないように。

委員のおっしゃるとおり○飯塚観光推進課長

だと思っております。

ジモ・ミヤ・タビキャンペーンのほかにも、

、 、教育旅行の補助とか スポーツ合宿の補助とか

そういう地方でも需要があるような取組は意識

しておりますけれども、おっしゃるとおりだと

思いますので、気をつけながらやっていきたい

と思います。

地域経済回復支援事業ですけれど○坂口委員

も、事業内容①の地域の実情に応じた消費喚起

、 。策というと 具体的にはどんなのがありますか

ちょっとあまりにも広過ぎて。

プレミアム付商品券を発○児玉商工政策課長

行している市町村もございますし、例えば、小

規模な中山間の自治体におかれましては、商品

券１万円などを村民にお配りするような形で実

施されているところもございます。

あと、例えば、スタンプラリーなどを実施す

ることで商店街に人を呼び込んで、地域内の消

費を上向きさせたいというようなところもござ

いました。

実際は、規模の小さい自治体辺り○坂口委員

だと、プレミアム券をもらっても消費先が限ら

れるということで、そこに応じたやり方がやっ

ぱり一番妥当かなと思うんですけれども、全国

から事例を集めて紹介してあげるのも、一つは

親切かなと思います。

確かにこれはコロナ対策として、冷え込んだ

経済を急激に刺激するということでいいかなと

思うんですけれども、②のキャッシュレスです

よね。

一つには、僕も苦手なんですけれども、あま

り、デジタル化だ、自動化だとなると、この事

業でうんと利便性を確保できる人と、逆に、だ

んだん不自由になってくる人とで分かれやしな

いかなというのが一つあるんですよね。やっぱ

り全員がその恩恵にあずかるようにしなくては

いけないんじゃないかと思います。

そして、もう一つに、これはコロナ対応の期

間限定ではなくて、国のこれから先の姿を変え

ていく中での一つだと思うんです。言わば、恒

久的な取組だと思うんです。だから、これをな

ぜコロナ関連の予算でやるのかなというのと、

コロナ期間中になぜ補正なのかという疑問なん

ですけれども、そこら辺はなぜですか。

コロナ対策の一環として○児玉商工政策課長

考えておりますのは、キャッシュレスでありま

すと現金を取り扱う機会が減ります。そうする

と、お客様と事業者との間で、現金でのやり取

りをする際の接触による感染リスクを減らすと

いうことが考えられます。

キャッシュレスにもいろいろありますけれど

も、スマートフォンのアプリであったり、ある

いはＩＣチップを組み込んだカード、例えます

と、Ｗａｏｎカードみたいなものがございまし

て、そういうカードを配布するケースもありま

す。

今後、何かの消費喚起の対策を講じるといっ

たときに、プレミアム付商品券ですと、消費券

を発行しないといけないためにどうしても手間

がかかってしまうというところがあって、迅速
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に対応ができないこともあったりするんですけ

れども、キャッシュレスの基盤ができますと、

アプリなりカードなり電子カードなりを町民の

皆様にお配りしておけば、そこでポイントを付

与するような機会にもつながります。

また、地域内での消費需要を喚起させたいと

いうのが狙いでございまして、地域内の事業所

で何か購入したときとかに使えるポイントを付

与する形で、地域内に確実にお金を落としてい

ただく仕組みにしたいと考えております。

また、冒頭で委員がおっしゃいました、高齢

者の方などで使い勝手が悪いと感じるような方

がいることは確かにあると思います。

実は 今年度も６月補正で こういったキャッ、 、

シュレスの取組をお認めいただいて実施してい

るところなんですけれども、今、実施していた

だいている町におきましては、町民向けの使い

方教室とか、そういったものをやっていただく

中で、高齢者の中でも、その使用について慣れ

ていただいて、御使用いただいていると伺って

おります。

そういった講習なんかを、どれぐ○坂口委員

らいの人が受けたか分かんないけれども、そう

。いう人たちの存在を僕は目にしていないですね

だから、やっぱりやられるなら徹底してやるべ

きだけれども、言っているのは、なぜ臨時交付

金の中からこれを持ち出すのか、これはキャッ

シュレス化という通常の事業として取り組むべ

きで、今後、恒久とは言わないまでも、通常の

商工の予算としてやるべきじゃないのかなとい

うのが一つですね。

そして、今言われたように、感染拡大を防止

するために接触機会をなくすんだといえば、そ

れは福祉保健部の問題であって、お店はお店な

りで間隔を取ってくださいとか フィルムを張っ、

たり、そこでの感染拡大の防止というのは、そ

ういう手段を講じています。

だから、言いたいのは、せっかく貴重な臨時

交付金として期間限定でしかもらえないお金な

ので、経済対策の効果が即時に出るような事業

を打てないのかなと。その後の観光振興策は留

保しておいても、返しなさいではなくて、安全

だと思ったら、ＧｏＴｏでもやりなさいとか、

駄目になったらやめなさいって言って、そのま

まキープしておいて、具体的に冷え込んだとこ

ろに打ち込めるお金ですよね。そういったもの

。の予算をがっぽり確保するのは分かるんですよ

でも、期間が限られた、そして枠が限られた

中で幾ら持ってくるかという経済対策費で即効

性がないといけない、というのは、僕の判断で

すけれども、ちょっと違うんじゃないかって思

うんですね。

どうしても、どこにも金がなければ、できる

だけ持ってきて、ここに使うというのは分かる

んですけれども、これは通常の事業でやれます

よ。このお金でしかやれない、この期間しかや

れないというものがほかになかったのかな。ま

してや、感染拡大防止のためのって言ったら、

商工観光労働部から出すべきお金じゃないよう

な気がするんです。だから、そこのところの説

明を今求めたんです。

今回、このキャッシュレ○児玉商工政策課長

スを導入いたしますと、その事業者様におかれ

ましては、そのお金の管理が、これまでよりも

……

。 、○坂口委員 ちょっと待ってください だから

そこを言っているんです それはコロナ対策じゃ。

ないとできないのかというのを言っているんで

す。今、これをやったらまずいというんじゃな

いんですよ。
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では、聞きますけれども、やれば利点はあり

ますよ。しかし、そのお金はここからしか出せ

ないお金なのかというのが一つ。

それと、さっき言ったように、高齢者とかに

対して、効果面じゃなくて、どういうマイナス

面があるというのをしっかり把握されて、今だ

というタイミングで臨時交付金があったのなら

まだ許せますよ。しかし、リスクとかマイナス

面を検証されていますか。

、○児玉商工政策課長 委員がおっしゃることは

本当に大事な点でございます。課題等を踏まえ

まして、本当に我々はしっかり取り組まないと

いけないと考えております。

本県においては、キャッシュレスの関係につ

きまして、なかなか普及が追いついていないと

ころがございます。その中で、我々としまして

は、何とか宮崎県内において、キャッシュレス

の推進も図っていきたいと、常々考えていたと

ころでございます。

これまでも、何とか財源が確保できたタイミ

ングにおきまして、対策を講じてきたところで

ございます。その点では、今回のタイミングで

お願いしておりますのは、まさにコロナ感染対

策なのか、今なのかというところで申し上げま

すと、確かに委員がおっしゃいましたように、

コロナ感染対策だけが、今回、これでもって十

分その目的なのかというところについては、大

変心もとないところはございます。

しかしながら、その中で、我々としては常々

課題として考えておりました、本県における

キャッシュレスの推進を図っていく上で、一時

的なところではございますけれども、感染予防

、 、対策についても 一定の部分はございますので

、何とかそこの部分を活用させていただきながら

本県でキャッシュレス化がなかなか進まないと

いったところで、課題を何とか解決したいなと

考えたところでございます。十分これでできる

かといいますと、実際、高齢者の方々が利用に

ついてどこまで浸透するかというところもあり

ます。

そうした中、例えば、川南町におかれまして

は、地域電子通貨カード「トロン」というもの

を全町民にお配りされたところでございます。

このカードにつきましては、当然、高齢者の方

も含めた皆さんにお配りされており、多分、商

工会や商店街のほうで、使用に当たってのいろ

いろな支援をされた結果だと思うんですけれど

も、最近は高齢者の方もよくお使いいただいて

いるということは、商工会の皆様から伺いまし

た。

こういった事例をほかの市町村にもお伝えい

たしまして、こういった形でやると効果的だと

いうところの情報の共有を図りながら、今後、

本県の課題であるキャッシュレス化の推進に取

り組んでまいりたいと考えております。

だから、今まで進まなかったとい○坂口委員

うことは、何が進まない障壁なのかというのを

解決することが先だって言っているんです。今

しかないタイミングじゃないって、お金もここ

にしかないというタイミングじゃないってこと

です 進まないものを小手先じゃなくって しっ。 、

かり真正面から解決してスムーズに進んでいく

ようにしないと、これは恒久的な対策だから駄

目ですよって言っているんですよ。

これをやるとボッと燃えて急激にもうかるよ

とか、そういうんじゃないっていうのと、そし

て感染防止をするための効果は確かにあるんで

すよ。だけれども、それだったら商工振興じゃ

ないんじゃないのということを言っているんで

すね。勘違いされて固くなるといかんからだけ



- 8 -

令和４年１月20日(木)

れども、この予算だけは認めますよ、せっかく

の機会だから認めることは前提だけれども、

ちょっとあまりにも中身の検討が浅過ぎるん

じゃないか。

果たして、この予算が10億円というものが本

当に喜んで使っていただけるのかどうかも、

ちょっと懐疑的だと思います。何とか割り当て

るから、市町村、頑張ってどっかを探せという

ようなやり方だと、これは本当じゃないですよ

ということで、何か問題を含めたまんま、それ

はずっと地域でそのお店なり、あるいは消費者

なりが頑張っていくためには、何かやっぱり問

題が出てきそうな気がします。これ以上は言わ

ないけれども、そこらのところをしっかりやっ

たのかどうかということ、そして、やられてな

いんじゃないのかという心配ですね。

もう言うのはここまでにしますけれども、そ

こらの問題があれば、この予算を決めた後から

でもいいから、そこをしっかり。順序を間違え

たら駄目だというんですね。進めなかったとこ

、 、ろは何なのか それが県に金がなかったんだと

それなら分かるけれども、そうじゃないんじゃ

ないかというところをやっぱりもみほぐしとか

ないと。

確かに川南町は町内の限定版をやりました。

川南町は地域の振興策や商業振興は、ほかがや

れないものをいっぱい持ってます。そういうも

ので、まず、町民たちがそういうものに慣れて

いるし、やっぱりそういうものに興味を持って

いるから進んだのかも分からない。みんなが欲

しがってればやりますよ。でも、何か進まない

事情をしっかりほぐしとかないと、ちょっと心

もとないよということを言っているんです。

確かに、もう本当に、委○児玉商工政策課長

員がおっしゃった視点で 我々としてもどういっ、

、た課題があるのかということをしっかり捉えて

まさに商工会や市町村、事業者のお話も伺いな

がら、どのようにそれを解決できるかというこ

とを考えながら、事業に取り組んでまいりたい

と考えております。

坂口委員のおっしゃったとおりだ○二見委員

なと思うんですね。

今回、地域通貨というわけだから、その地域

に限定されたものを導入するという方向なんで

すか。それとも、例えば、Ｓｕｉｃａ、Ｔカー

ド、ｄポイントとかいろんなポイントカードが

あるんですけれども、そういったものも使える

ものを導入しても、今回のこの事業に当てはま

るんでしょうか。

二見委員がおっしゃった○児玉商工政策課長

とおりで、まず、地域通貨ポイントのシステム

を導入する、その地域独自のシステムを導入す

る経費も支援いたしますし、あるいは、まずは

その地域の住民の皆様にキャッシュレスになじ

んでいただくためのポイント付与事業も対象に

したいと思います。

だから、その地域限定でほかのと○二見委員

、 、は汎用されない 今までの既存のものじゃない

その地域だけで使えるものをつくるということ

なんですね。

地域内でしか使えないシ○児玉商工政策課長

ステムを導入する場合のハード導入に係る経費

が、結構お金がかかりまして、事業者によって

違うんですけれども、数百万円から数千万円単

位だというようなことを伺っております。そこ

。にも対応できるようにしたいと考えております

あとは、あらかじめ地域の業者さんに登録し

ていただいて、その地域内のその事業者の飲食

店でしか使えない、そこでしか使えないポイン

ト 例えばペイペイだとか、既存のそのシス─
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テムなんですけれども、既存のシステムで地域

内の事業者でしか使えないポイント付与事業に

も活用していただけるようにしたいと考えてお

ります。

いろんなポイントカードとかクレ○二見委員

ジットカードというのは、決済したときに、お

店側はその決済額の中からいわゆる手数料みた

いなものをそのカード会社に差し引かれますよ

ね。

例えば、現金で１万円流通していたのが、カ

ードで決済するとなると、目減りしてしまうん

じゃないかなと思うんだけれども、そこ辺はど

うなんですかね。僕は、そういったものの手数

料というのがどれくらいのものかは分かりませ

んけれども、そこ辺とかを見積もった上でこう

いう制度になっているんですかね。

手数料については、事業○児玉商工政策課長

によってそれぞれ異なっておりまして クレジッ、

トカードだと３％とか４％とか、たしか割と高

かったんですけれども、こういったものについ

、 、ては 割と手数料が低いというようなところで

事業者にとってみれば、低い手数料のほうが導

入しやすいというところがあるようです。

今回については、キャッシュレスを利用する

事業者、またキャッシュレスに対して抵抗感な

く使っていただけるような、町民というか、利

。 、用者を増やすことを目的にいたしました 最初

取りかかりの部分で、どうしても後押しが必要

になるので、利用される際のポイントの上乗せ

などをされて、市町村において発行されたりす

るんですけれども、そこのポイント付与の部分

について、県の事業で、２分の１を支援したい

と考えておりまして、利用者が増えることによ

りまして、最終的には事業者の収益につながる

ような形にならないかなと考えております。

現金がカードに変わったというだ○二見委員

けなのかなと思うんだけれども、それが収益に

つながるということは売上げが上がるというこ

とですか。

最終的には、利用しやす○児玉商工政策課長

い環境が整うことによって、事業者の売上げの

増加につなげていきたいと考えております。

また、先ほど少し申し上げましたけれども、

いろんな財務管理とか、あるいはマーケティン

グ、そういったものにも活用していただいて、

、 、その後 どういった商品を作るといいのかとか

このタイミングで何を売るといいのかとか、そ

ういったものにも活用していただけないかなと

考えております。

説明の中でこの事業がちょっとイ○二見委員

メージしづらいところがあって、キャッシュレ

。スの事業をやりますよというのは分かるんです

だけれども、本当にこの地域経済をうまく回し

ていって、こういう効果があるんだということ

がちゃんとグランドデザインされたものがある

のかなというのが非常に心配で、これが１回ス

タートしてしまったら、もう途中からは修正が

利きませんよじゃ困るんですよね。

先ほど川南町の話もされましたが、この間、

テレビでちょっと見たんですけれども、ある地

域で、誰もがみんな持っているという地域限定

のカードでうまくやっているところもあったり

するんですよね。

だから、そういった我々もイメージできるよ

うなものがちゃんとあるのかなって。今、お話

を伺ってて、一つ一つこう聞いていると、何と

、 、なくピースは埋まっていくけれども そもそも

、ちゃんとしたデザインが出来上がっているのか

それが各地域ごとにちゃんと浸透できるのかど

うか、今までの課題もあるでしょうけど、そこ
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辺が非常にぼやっとしているもんだから。

委員のおっしゃるとおり○児玉商工政策課長

でございまして それぞれの地域で状況が異なっ、

ておりまして、地域独自のプラットフォームを

つくられて、そこで事業が実施できる環境があ

るところと、小規模なところで、例えば、健康

講座だとか、ウォーキングアプリとか、いろい

ろな行政サービスがあったりするんですけれど

も、そういったものを活用しながら、その住民

の健康づくり、向上にも役立てようというとこ

ろで、こういった地域電子通貨アプリのポイン

トを活用させようというところもございます。

どういった形で取り組むとこういった効果が

、 、ある こういった規模感のある自治体であると

こういったことに取り組んでいるとか そういっ、

たところを分かりやすく、各市町村と情報共有

を図ってまいりたいと考えております。

、 、○二見委員 今 健康につながるというような

歩くとそれがポイントになるとか、１日5,000歩

以上歩くと、医療費が非常に抑えられるという

データも出てたりするみたいなので。

でも、そうなってくると今度は、この地域の

通貨ポイントというだけじゃない、かなり範囲

が広がってしまう話なのかなって。キャッシュ

レス決済だけのことで事業があるのかと思った

、 、けれども そうでもないのかってなってくると

何でもありなのとなるんですよね。

じゃあ、市町村がそれぞれのやりたいことを

上げて、この事業にのっけてやっていきますと

いうことで、本当にこの宮崎県内の地域経済を

うまく回していくということにつながるのかど

うかが、いまいち見えてこないんですよね。

まさに、その取り組んだ○児玉商工政策課長

結果を次に生かさないと、この事業についてな

かなか難しいものになると考えていますので、

その地域電子通貨のシステムの導入支援が一つ

と申し上げました。

もう一つが、既存のアプリであったり、既存

のキャッシュレスの取組を活用してポイントを

付与するような事業 大きくこの２つがある─

んですけれども この後者のほうのキャッ─

シュレスの既存のものを活用して実施するよう

な場合などにおいては、それによってどのよう

な効果があったのか、委員が先ほどおっしゃい

ましたけれども 事業者の売上げの増加に役立っ、

たのかとか、あるいはその事業者の負担の軽減

につながったのかとか、そういった効果を検証

することも、セットで求めてまいりたいと考え

ております。それによって出てきた課題を、今

後解決するための糸口にしていきたいと考えて

おります。

、 、○窪薗委員 関連ですが この事業については

感染対策をやり、デジタル化に向けての一つの

手段だと思うんですよ。

この目的などは分かるんですけれども、最終

的に経済がどれだけ回るのかということにつな

がらないと意味ないと思います。今現在、県内

でどのくらいキャッシュレス化が図られている

のか、また将来、これをどの程度に持っていけ

ば経済効果が上がるのか、その辺りはどうなん

でしょうか。

今、手持ちで持っており○児玉商工政策課長

ますのが、2020年６月のデータでありますけれ

ども、国内のキャッシュレスの関係について登

録されているのが国内で約115万店舗ございま

す。そのうち、宮崎県につきましては、この時

点ですけれども、１万店舗となっておりまし

て、100分の１というような事業者の割合になっ

ております。

キャッシュレスにつきましては、利用者のい
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ろんな使用形態がございますので、なかなか、

そこの部分でどういった経済効果、額の部分に

ついては、どのぐらいのマーケットがあったの

かというところについては、申し訳ございませ

ん、今、データを持ち合わせておりません。

私もペイペイなどをやろうと思っ○窪薗委員

ていたんですけれども、キャッシュレスよりも

現金のほうがよかろうというようなことで、今

はやってないんですが、現金だとよく自分のお

金が見えますよね。ポケットに入れているお金

が常に見えている。キャッシュレスだとなかな

か見えにくいという部分もあると思うんです。

消費を喚起する意味ではいいと思うんですけ

れども、コンビニ辺りでこう見ていると、ほと

んどの方が現金なんですよね。使う人というの

、 、は 若い人たちがほんのちょっといるぐらいで

統計を見ても結局は全国の１％ですよね。

だから、果たして先ほどから説明があるよう

に、これが今後伸びるんだろうかなという疑問

もありますし、日本人というのは、なかなかあ

あいうのを使い慣れていない、一方、韓国辺り

はかなりこれが進んでいるという話もあります

し、もうその辺りが、どういうふうに国民の暮

らしに影響してくるんだろうかなというのを、

僕らも常に考えているんです。

県内でも、今後こういうことを進めるという

ことなんですが、進める中で、やっぱりいろん

な格差が出ないようにしていただきたいなとい

う気持ちがあります。

その辺りの対応をしっかりとお願いしたいな

と思っているところでございます。

委員のおっしゃるとおり○児玉商工政策課長

で、地域の差とか使用者によって差があまり生

じないように、運営についてしっかり考えてま

いります。

この事業に直接は関係ないんです○来住委員

けれども、実際に経済回復をしていく上で、現

にもう都城市なんかは相当落ち込んで、ホテル

なんかはもうがらがらという状況になっていま

す。ですから、当然、飲食店だとか、そういう

ところもずっと落ち込んでくるわけですけれど

も、今、これに対する何か緊急の対策はお考え

。になっているものがあるのかなというのが一つ

夕べ、代行運転の方々から、もういよいよ駄

目になりましたって電話がありまして、本当、

悲痛な訴えだったんですけれども、そういう関

連事業者とか、そういう方々への緊急の、今、

どうかしてあげないと太刀打ちできない、生き

ていけないという人たちが出てきてるんですけ

れども、そういう点ではどうなんでしょうか。

今回、コロナが急速に広○児玉商工政策課長

がりまして、県内の事業者の皆様に対しては、

県として様々な行動要請をお願いしております

ので、そのような中で、特に飲食店の皆様は、

。非常に苦境に立たされていると考えております

また、飲食店の営業時間短縮の要請をいたし

ました都城市とか三股町の地域のいろんな関連

の事業者の皆様におかれましては、やっぱり相

当な影響が出てきているのかなと考えておりま

す。

そのような中で、国においては、新たに事業

復活支援金という仕組みを創設されました。

以前の、国が支援している月次支援金という

のは、まん延防止等重点措置適用地域等の影響

を受けた地域にですから、限定的な部分があっ

たんですけれども、この国の新たに創設された

事業復活支援金というものについては、地域と

か業種とか関係がないと伺っております。新型

コロナの感染拡大に伴う影響があれば、これま

で50％以上の売上げ減少というのが条件として
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ございましたけれども、そこも30％以上の部分

まで対象を拡大されたところでありまして、よ

うやく国の問合せ窓口、コールセンターの窓口

が、先日明らかになったところであります。事

業者の皆様については、まずはそちらを御活用

いただけるといいのかなと。

例えば、50％以上の売上げ減少の場合なんで

すけれども、個人の事業者であれば最大50万円

と伺っております。売上げの減少によって様子

が違いますけれども、上限は50万円と伺ってお

ります。また、法人でありましたら、250万円が

上限と伺っております。

まずは、そちらのほうを御活用いただきなが

ら、ただ、県としては事業者の皆様をいろんな

手だてで支援していく必要がございますので、

今回、御提案させていただいた消費喚起につき

まして、コロナの状況も見ながら市町村も発行

時期を考えますので、少しまだ時間がかかると

は思いますけれども、消費の需要を喚起いたし

まして、何とか事業者の事業継続につなげてま

いりたいと考えております。

また、このほかにも必要な支援策等について

は、国の交付金等も活用しながら、今後、事業

検討をしていきたいと考えているところです。

とにかく、相当深刻な事態になっ○来住委員

ていることはもう間違いない、急だったがゆえ

に、なお、深刻な事態になっているみたいです

から、そういういろいろな施策については、ま

た改めてお聞きしたり、個別に、皆さんからい

ろいろ伺っていきたいと思いますので、今後も

よろしくお願いしたいと思います。

やっぱりどうしても心配な点とい○坂口委員

うのが、とにかく落ち込んだ経済を元に戻そう

という、この域内でのお金の動きですよね。だ

から、コロナがあったがために、消費をしなく

なった部分の消費も取り戻すというのが回復だ

と思うんですけれども、消費をどんどん伸ばし

ていこうという経済全体での消費分野の今後の

増進のためとなると、今まで以上に懐のお金が

出ていくということで、一つ心配されるのが、

やっぱり最終的に、じゃあ、行政が何をやるの

か、政治が何をやるのかといったら、暮らしの

向上ですよね、福祉の向上。

だから、そのことによって自己破産とかが出

てきたり、経済を上乗せさせようという経済促

進策とこれは違うんですよ、コロナ対策である

としたら、コロナのために落ち込んだのを元の

マーケットに戻していこうという、そこのとこ

ろを間違うと、公費を使って不幸になる人を増

やしていくというのは、これは絶対あっちゃな

らんことだと思うんで、そこを言っているんで

すよね。

問題を解決しないと、お金をどんどん使って

くれるぞということで、使いやすくしろ、使い

やすくしろって言ったら、特に、今、ローンで

いっぱいですよ。そして、これから先、若い人

たちに必要以上に消費させておくと、先ほどポ

ケットの中にあるお金とか、見えるお金と言わ

れたけれども、それだったら間違いは起こらな

いけれども、ぱんとやれば、ぱんと出てくると

なると、そこらが心配だから。

だから、そこを間違うといけないですよとい

う課題をしっかり解決してやっていかないと、

今やるとお得だよとか、便利だよということだ

けでの呼び水としてやるんだったらいけないん

じゃないかなという心配があって、それはやっ

ぱり公金でやるべきじゃないと思います。そこ

に歯止めがぴしゃっとかかるとか、あるいはそ

こに行かないようなものがセットであれば、

キャッシュレスの説明をやっているというけれ
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ども、それ以上に自己破産なんかをなくさせる

ことをしっかり認識させての利便性の向上だっ

たらいいけれども。そこが心配でさっきからく

どいことを言ってるんですけれども、そこは、

やっぱり将来を見通されてるというか、ちゃん

と検証されての、そういうことは避けさせろよ

ということで、やっぱり、今やるべき事業だと

いう自信はお持ちなんですか。

まさに、今回、県が消費○児玉商工政策課長

喚起の対策を講じることで、それによって、計

画性のない購入とかに結びつくようなことは

あってはならない、本末転倒だと思っておりま

す。

、 、その点につきましては 未成年といいますか

若い方々につきましては、教育委員会等におい

ても消費者教育とか、県の消費生活センターで

。 、の消費者教育なんかもあります 我々としては

まさに議員がおっしゃったように、そういう本

末転倒にならないように、しっかりしていきた

いと考えております。

また、今後のいろんな経済対策を考えました

ときに、やはり、地域できちんと売れるものを

作って、新しいサービスなどの利用できるよう

なもの 今、コロナの時代になって、いろん─

な事業が以前のように、なかなかうまく進まな

いような状況に変化してきております。

そういった中で、私どもも事業者とか商工会

、の皆様からいろんなお話も伺っておりますので

その中でこういった支援が欲しいとか こういっ、

た部分についての後押しがあるといいんだとい

うような声も聞いております。どういった事業

が必要なのかというところを、今、一生懸命考

えているところなんですけれども、そういった

声を今後の施策の立案にしっかり生かしていき

たいと思います。

そこをちゃんと注視しながらやっ○坂口委員

ていってほしいですね。そこをやらなきゃいけ

ないって思うんですね。ぜひお願いしておきま

す。

。○日髙委員長 そのほかでよろしいでしょうか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、その他で皆さんから○日髙委員長

何かありませんか。

例の都農町のふるさと納税関係で○坂口委員

すけれども、県でもふるさと納税をやっておら

れますよね。そこらのところで、県自体はそう

いうことはあっていないのかとか、そこはしっ

かりと把握されているかをちょっとお尋ねした

いんですが。

県が実施して○吉田オールみやざき営業課長

おりますふるさと納税ですけれども、都農町の

案件がございましたが、県の返礼品選定に当た

りましては、調達を民間事業者に委託しており

ます。

候補となりました返礼品につきましては、そ

の調達事業者が業者のお名前や調達価格と納入

可能な数量、このようなものをチェックシート

にまとめまして、県に提出していただいており

ます。それを一旦、庁内に設置しております選

定委員会でチェックをして、返礼品として納め

るというプロセスをたどっております。

基本的には、この調達価格を基に、寄附金額

を30％以内に収めるような形で整理しておりま

して、全て総務省の基準の30％以内に収まって

いるところでございます。

30％以下に収まっているというこ○坂口委員

とが、しっかり確認されているということです

ね。

調達価格なんですけれども、県の場合は、宮

崎県内全体での調達だから問題ないと思うんで
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すけれども これは商工観光労働部サイドか─

総務部サイドか、ちょっと分からんですけれど

も 調達価格の決定ですよね。ある町で─

は3,000円で調達できたものが違う町で調達しよ

うとしたら5,000円だという心配もありますよ

ね。

だから、ここでいう、この帳簿に載る調達価

格の定義は、各市町村の得手不得手というか、

そこが市町村の見せどころというか、それは市

町村の裁量に任せてあるとか、裁量を認めるべ

きだというのも考えの一つとしてあろうかと思

うんです。しかしながら、裁量というのについ

ても、コスト積み上げ方式とか、そういったも

のがしっかりされてないと、本当に３割以下で

あることの担保ができるかできないかというの

があると思うんですね。

それが一つと、あれだけの品物が動くので30

％以内という確認に、やっぱり一つには決算を

すべきかなって。トータルで入ってきた税金と

そのコスト、返礼品の調達にかかったお金の総

額だけでも、まずは第三者にチェックをさせな

いと、自分のところで全てのチェックというの

は、チェックであってチェックでないと思うん

ですね。

、 、そうすると やっぱり100億円入りましたよと

そして、調達費を見たら30億円以下に収まって

いましたといえば、全体として収まっているな

というような確認とかが客観的にできます やっ。

ぱり30％以内を守れているっていうことでの確

認で、県は問題ないっていうことでいいんです

かね。

調達価格につ○吉田オールみやざき営業課長

、 、きましては 委員がおっしゃられましたように

いろんな考え方はございますけれども、県にお

きましては、やはりそれが適正な価格なのかど

うか 一義的には その選定委員会で審査は行っ、 、

ているというところでございます。

あと、そのコスト等々、本当に30％以内に収

まっているのかどうか、その辺りは確かに、御

指摘のとおりでございまして、ただいまのとこ

ろ、その第三者委員会という ふるさと納税─

に限ったものはございませんが、一応、財政サ

イドと決算は行っておりますので、その中で適

正に行われているものと理解しております。

これはあくまでも今朝の宮崎日日○坂口委員

新聞の記事なんですけれども、町が事務を委託

する業者のコメントとして、事業者側に虚偽な

どがあれば防ぎようがないんだということをそ

。 、の携わっている事業者が言ってますよね その

防ぎようがないんだということを前提での県の

確認となると、これ自体が物すごく信頼性に欠

けると思うんですよ。本当に防ぎようないんで

すか。防ぎようがなかったら、やっぱりそんな

もの絵に描いた餅だって思うんですね。30％以

、 、下って言ったって 事業者側がうそを言ったら

それはもうしようがないんですってなれば。

じゃあ、事業者側がうそを言って、高いもの

が安くなるっていううそっていうのがあるのか

とか、ここらが物すごく僕らからするとグレー

というかレッドゾーンなんですよ。ここはどの

ようにして確認されるんですか。

調達価格が３○吉田オールみやざき営業課長

割以上になることはルール違反でございますの

で、それは絶対にあってはならないということ

を踏まえまして、先ほどから再三申し上げまし

たけれども、まず返礼品を選定するに当たりま

して、その事業者が確実に品質を保証でき、ま

た、その数量を確保でき、その調達価格もきち

んと精算できる、そのような事業者であるかと

いうチェックを行っております。
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それから、第２段階としまして、調達する事

業者とは頻繁にモニタリングを実施しておりま

して、在庫数量等々についても確認を行ってお

ります。また、事業者にも、その調達業者にも

逐次指導も行っているところですので問題はな

、 、いものと考えておりますが 今後とも引き続き

十分なチェック機能を果たしていきたいと考え

ております。

いやいや、分かるんですよ。だか○坂口委員

ら、見かけではそうでしょうねって言うけれど

も、新聞には業者がうそを言ったら、もう見抜

けないんです、業者が言うことを額面どおり受

け取るしかないんだよって、うそを言われても

分からないんですよっていうような意味で書い

ていると思うんですよね。携わっている事業所

の虚偽があれば防ぎようがない、今後とも起こ

り得るって言い切ってるわけですから。

それだと、そのチェックではすごく心もとな

いと思うんです。だから、本当に防ぎようがな

いのかどうか。ないとすれば、いま一歩踏み込

んで、業者に対してうそを言ったらばれるぞっ

ていうものがなければ、今のチェックの在り方

は意味がないと思うんです。

そして、このふるさと納税そのものの根幹が

問われると言ったけれども、なくすべきぐらい

悪い制度だって思います。悪が通用して、公が

関わっていくなんて、こんな制度があっては国

が滅びますよ。

だから、そこのところは物すごく重大なこと

だと思うんですよ。そこを本当に責任を持って

答えられるならいいけれども、責任が持てない

ならば、検討の課題ありということをやっぱり

ここでしっかり発言しておいてほしい。

委員御指摘の○吉田オールみやざき営業課長

とおり、今後の課題としてきちんとチェック機

能を果たしていく必要があると考えております

ので、検討課題として引き続き取り組んでまい

ります。

ぜひ、ここは物すごい重大なとこ○坂口委員

ろで、まずこれに、そういったグレーゾーン

、─レッドゾーンって僕は言いましたけれども

これはレッドゾーンと言い切っていいと思うん

です あるのと、これでも２年間、都農町が─

停止となればゼロが続くわけでしょう。自治体

の財源確保がこんなに乱高下するような不安定

なものだったら、これを税と名乗るのはもって

のほか。自治体が歳入として受け入れるものか

ら除外しないと、こんな不安定だったら事業も

組めないですよ。金があったから今年はやりま

す、なかったらやりませんってなったら、生活

に関連するような事業は何も組めないです。

贅沢ならいいですよ。しかし、贅沢はできな

いわけだから。だから、これが真実なら、これ

は本当に天下の悪制度と言っていいぐらい悪い

制度だと思います。

これは、ほかにやってても分からないかもし

れないですよ。だから、そこのところは、本当

に大きな課題を残しているということで、これ

も総務部サイドになるけれども、そこら辺まで

入り込んで、今回しっかり検証していかないと

いけないというのが一つですので、お願いで終

わっておきます。

それから、もう一つですけれども、やっぱり

地元の声として、町長のコメントにもあったけ

れども、これまで納入してくれていた納入業者

ですね、調達の相手先。そこがもうぴたっと止

まってしまって、これはもう死活問題だと。こ

こを救済することを何とか考えなきゃいけない

。 。と言ってきたんですね これはそのとおりです

いきなり行政側の責任で飯が食えなくなっては

令和４年１月20日(木)
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大変なことです。

ただ、これに対して県だったらどうするかっ

ていうのを聞きたいんですけれども、僕がここ

で摩訶不思議なのが、牛肉が引っかかったわけ

でしょう。それで、今のペナルティーは、引っ

かかったおかげで町はこれ以上寄附金をもらっ

ては駄目だぞっていうことまでですよね。

今、寄附してくれた人たちで発送が済んでな

い人たちに、返礼品を返してはいけないぞって

いうペナルティーは来てないと思うんですけれ

ども、そこのところはどうですかね。

18日付で提出○吉田オールみやざき営業課長

されておりますが、寄附金の採納自体は禁止さ

れておりませんので、返礼品は送付する義務が

あろうかと思います。

あるわけですね。だから、業者が○坂口委員

路頭に迷ってしまうということで、何らかの形

で県に接触があっているのかないのか、この人

たちを何とかせんといかんぞというようなこと

があるのか。それが例えば総務部辺りに来たに

せよ、総務部としては、やっぱり関連する組織

としてそのことを受け止めて、やっぱり協議な

、 、り情報の共有なりされていると思うから 多分

商工観光労働部サイドが把握していれば、そう

いう事実があるし、把握していなければ、それ

はないと思ってもいいんですけれども、県とし

て、その人らが困っているというのと、今後ど

うするんだということに関しての何らかの情報

を公的に持っておられるのかどうか。

町内事業者が○吉田オールみやざき営業課長

販路の一つとして ふるさと納税というのを失っ、

たということがございますので、伝聞といいま

すか、推測になりますけれども、公的には私は

お聞きしておりませんが 恐らくは 非常に困っ、 、

ておられるだろうと考えております。

僕はそういう意味で聞いたんじゃ○坂口委員

なくて、例えば、この業者は何とかしてくれと

か、県で救ってもらえないかという要望がある

のかなと思ったので尋ねたんですけれども、そ

れはないみたいですね。

というのが、不思議なのは、牛肉がストップ

されたと、それは牛肉が問題を起こしたから、

その牛肉に対してはストップせざるを得なく

なったということですよね。町がそんなことし

たから、おまえのところはもう寄附をもらって

はいけないと、２年間謹慎しろって。町が寄附

をもらうことを、その権利を剥奪されてしまっ

た、取り消されたって。この２つだと思うんで

すね。

ところが、ほかに20ぐらいの商品をどうのと

か書いてあるけれども。そういう商品をたくさ

ん持っているわけですよね。例えば、山形屋で

も、どこでもいいけれども、この品物をくださ

い、宮崎牛をください、それもこのパンフレッ

トにあった宮崎牛のこの品をくださいと。とこ

ろが、お客さん、申し訳ございません、これ売

り切れてしまいました。これに代わるものは何

がありますけれども、これではいかがでしょう

かと。

例えば、ネクタイでもいいですよ。3,000円で

赤いネクタイが欲しいんだといったときに、申

し訳ないですって、3,000円で赤色はなくなりま

した。でも、ピンクならありますって、ピンク

じゃどうですかとか、4,000円出せばこれがあり

ますけれども、これでは駄目なんですかと

か、2,500円だとこれがあります。だから、牛肉

以外の返礼品も幾らもあるんですよって、あそ

こで聞いているのは、ウナギとかハム・ソーセ

、 。ージとか そんなものもあるって聞いてるんで

普通は、やっぱり送るのはいいんだから、あ
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、 、そこはお金をどうする お返ししましょうかと

それともそれ以下の牛肉では駄目なんですかっ

てなことでやったけれども、もうなかなか返事

も来ない人もいるし、駄目だ、金返せっていう

人もいるって。それで、業者が困ったと言うん

ですけれども、知恵がある町だったら、牛肉は

駄目だけれども、ウナギでは駄目ですかって、

ハムでは駄目ですかっていう交渉をやって、そ

。こででも活路を見いだそうとすると思うんです

ところが、何で100からゼロにぶつんってなっ

ちゃったのか。そういうのを見て、県としては

何か指導しなかったのって。もし、県がそうい

う目に遭ったら、うちの商工観光労働部として

は こういう宮崎県産のものをあなたは欲しがっ、

たけれども、何十品、何百品って持ってますっ

て。この中から、ほかのものではお客さん満足

できませんかっていうようなことをやって、ど

れも駄目だって言われて、初めてお金をお返し

しますって。

これ 県のお金を返すのがもったいないんじゃ、

なくって、地場産品を少しでも売ろうとしたも

のが一つ売れなくなったということを残念がっ

ての交渉ですね。そういうのを普通だと、恐ら

く県ならやられると思うんですよ、具体的に、

そういう面で、そういうことをやらせようとし

ているのかしてないのか。

僕は商工観光労働部サイドから、都農町の商

工サイドに我々ならこういうことやるよという

指導はやっていくのを、なぜ、関係ない業者ま

で全部そこでストップさせたんだって。この人

たちにはやっぱり活路を少しでも開いてやれ

よっていうのが、今、都農町の困っている業者

に対しての親切だっていうものだし、都農町の

責任であり義務だって思うんですけれども、そ

こらは何も関与されてないんですか。

大変申し訳ご○吉田オールみやざき営業課長

ざいません。この問題が生じるまで総務部との

連携ができておりませんで、商工観光労働部と

して、都農町の商工サイドと協議を行っていた

ということはございませんでした。ただ、今後

は必要かと思っておりますので、総務部サイド

とも十分に連携をしまして、また、都農町がど

のような対応をしていくのか、そこも踏まえな

がら、しっかり考えていきたいと思っておりま

す。

ぜひ考えてほしい でないと やっ○坂口委員 。 、

ぱりこの次は 都農町でもどうしようもなくなっ、

てきたら、何とか県はこの納入業者を救済して

くれというけれども、県としては、やっぱり県

下全体の契約をしている相手方を公平に扱うし

かないと思うんですね。おたくに特別な目は向

けられませんっていうところに行き着く前にや

、るべきことをしっかりやっておくということと

県にそういう話が来たときは、じゃあ、牛肉で

は問題なかったと。

しかしながら、関連する取材において、うそ

があれば見抜けないんだと、今後とも続くだろ

うというコメントも、我々、情報を把握してい

ると。今後、そういう目に県が遭うことを避け

られる担保があるんですか。今度は、そういう

ものに限っては審査会に入れて県の登録業者に

しましょうというぐらいの念を入れて、そこで

選定をしなければいけない。そのときに勘違い

されて、県は冷たいとか、県のやり方はおかし

いぞとなる批判に耐えれるようなことを、今、

都農町と調整をしとかないと、県が悪者になる

可能性だってあることを、今、僕はある意味親

切で厳しいことを言っているんですよね。

そこを十分考慮して、今後、積極的にこの解

決に向けて 特に業者の事業存続に向けて頑張っ、
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ていただきたいと思うんですけれども、これは

部長にお願いしときます。

大変貴重な御指摘を○横山商工観光労働部長

、 。いただきまして 本当にありがとうございます

課長が申し上げたように、私どもも都農町の

この一連の情報を報道等で結果的に知ったとい

うことになりまして、途中の過程でいろいろ御

相談を受けてなかったものですから、結果とし

ての対応になっているんですけれども。

一義的には、都農町のほうで対応をしっかり

考えていかれるということでございますけれど

、 、 、も 御指摘いただいたとおり 県としましても

真面目にやろうとしている事業者が困らないよ

うにしていかないといけないと思いますけれど

も、町とも一緒になりながら、そこら辺を考え

て、もちろん、総務部がございますので、しっ

かり連携をしながら、対応していきたいと考え

ております。

県としての返礼品の担保すべきところは しっ、

かり担保していくというところも含めまして、

しっかり対応していきたいと思っております。

ありがとうございます。

おさらいして言っておきますけれ○坂口委員

ども、うそをつかれたら見抜けないんだってい

うようなことだったら、これはもう返礼品の扱

いようがなくなりますよ、制度が変わりますよ

ということで うそをついたら ばれるんだぞっ、 、

ていう、しっかりしたチェック方法を県の責任

において確立しなければ駄目だ、これはもう絶

対やらなくては駄目だということを、今申し上

げているんですよね。

こんなばかなことは世の中に存在しないと思

うんです。もう、うそをつかれたらどうしよう

もないんですよねということは、それはあり得

ないと思うんですね。あり得たら、公共が相手

にする相手方から除外しなければ駄目だと思う

んですね。

そこをしっかり整理してほしいというのと、

やっぱり情的にはよく分かるんですよ。困って

いる人を助けてやれというのは、僕らもお願い

。 、したい 特に地元だからお願いしたいけれども

そうじゃないと 県は県全体にやっていかなきゃ、

いけないし、登録されているのは、それなりの

段階をクリアしてこられた皆さん方だから、ま

ず、そのグループに入ってくださいということ

ですね。そこを、つらくても言わなくてはなら

なくなりますよっていうことです。

また、ダブりますけれども、ましてや、そう

いう町を相手に取引されてた人で、虚偽があっ

たら見抜けないような状況は県にはないぞとい

うことで、自信を持ってうちの仲間に入れるだ

けの申請ができますかっていうことをしっかり

やらないと、これはやっぱりかなり厳しい姿勢

で臨まないと、気持ちは分かるけれども、ここ

でこのまま、しようがないよな、かわいそうや

なっていうことで臨むと、県自体がまた間違い

を起こすし、制度自体を壊すというのは、これ

は物すごい大きい問題につながっていくから、

慎重にやっぱりやってほしいです。

一切、そういう盲点はないんだというものを

もう一回構築して、もう一回というか、点検し

て、ある可能性があれば、しっかりしたものを

構築してほしいということを、くどいですけれ

ども、これはもう絶対守ってほしいということ

をお願いしておきます。

その他でちょっと気になるニュ○日髙委員長

ースが一つだけあって、心配になってお聞きし

ておきたいなと思います。

ポストコロナの起爆剤として、オーシャンド

ーム跡地に屋外型トレーニングセンターを県と
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して整備し、ラグビーワールドカップフランス

大会の日本代表の合宿を誘致していきたいと

あったんですが、今日のニュースで日本ラグビ

ーフットボール協会が日本代表の強化拠点とな

る 国内で初めてなんですけれども その─ ─

施設を福岡県に整備するという情報があったの

で、県としては、今後どういうふうに動かれて

いくのか教えていただきたいと思います。

本県の屋外型トレー○横山観光経済交流局長

ニングセンターの整備計画につきましては、日

本ラグビー協会にも説明を随時行ってきたとこ

ろでございまして、日本ラグビー協会からも全

国にラグビーができる環境が充実することは理

想でありますし、宮崎県のこうした取組は非常

にありがたいという回答を今までいただいてい

たところです。

こうした中、今朝の報道で我々も初めて知っ

たところでございまして、現在、事実関係につ

。いて情報収集を行っているところでございます

ただ、県としましては、引き続き、日本ラグ

、 、ビー協会に対して 本県との合宿実施に向けて

働きかけは続けていきたいと考えているところ

でございます。

今回、この屋外型トレーニング○日髙委員長

、 、センターというのは いろんなチームだったり

いろんなところが興味を示していらっしゃると

いう部分で 一部なのかもしれませんけれど─

も やっぱり全日本の誘致というのは大きい─

と思いますので、ぜひ対応をよろしくお願いい

たします。

その他でよろしいでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって、商工○日髙委員長

観光労働部を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時39分休憩

午前11時49分再開

委員会を再開いたします。○日髙委員長

、本委員会に付託を受けました議案等について

部長の説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

。○西田県土整備部長 県土整備部でございます

よろしくお願いいたします。

説明に先立ちまして、一言御礼を申し上げま

す。申し訳ありませんが、座って説明をさせて

いただきます。

今月15日に、国や町と合同で開催いたしまし

た、九州中央自動車道高千穂雲海橋道路の中心

杭打ち式におきましては、大変お忙しい中、本

委員会から日髙委員長と太田副委員長に御出席

をいただきました。この場をお借りしまして、

御礼を申し上げます。

今後とも、県内高速道路の一日も早い全線開

、 、通を目指し 全力で取り組んでまいりますので

引き続き、県議会の皆様の御支援と御協力をお

願い申し上げます。

さて、今回の委員会で御審議いただきます県

土整備部所管の議案につきましては、お手元の

商工建設常任委員会資料の目次に記載しており

ますとおり、議案第１号「令和３年度宮崎県一

般会計補正予算」案でございます。

詳細につきましては、担当課長等から説明さ

せますので、御審議のほど、よろしくお願いい

たします。

なお、本日、道路建設課長は、御家族が発熱

されたため、大事を取って欠席とさせていただ

き、代わって、総括補佐を出席させております
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ので、御了承いただきますようお願い申し上げ

ます。

管理課であります。○児玉管理課長

それでは、県土整備部の１月補正予算につい

て御説明をいたします。

委員会資料の１ページをお開きください。

今回の補正は、国の経済対策に対応して、必

要な予算を計上しております。太線で囲んだ部

分が今回の補正額になりますが、Ｅの欄の一番

下にありますとおり、147億2,983万6,000円の増

額補正をお願いしております。

このうち、防災・減災、国土強靭化のための

５か年加速化対策は、その右のＦの欄になりま

すが、124億3,681万5,000円で、その結果、右か

ら２列目の補正後予算額Ｇの欄の一番下にあり

ますとおり、一般会計と特別会計の合計は900

億7,579万7,000円で、対前年比でマイナス4.1％

となっております。

次に、２ページを御覧ください。

２、補助公共・交付金事業であります。

補正額は、Ｅの欄の一番下にありますとお

り、119億81万9,000円の増額であります。この

うち、国土強靭化分は、その右のＦの欄になり

ますが、109億6,295万5,000円であります。

次に、下の表、３、直轄事業負担金を御覧く

ださい。

補正額は、Ｅの欄の一番下にありますとお

り、28億2,901万7,000円の増額であります。こ

のうち、国土強靭化分として、その右のＦの欄

になりますが、14億7,386万円であります。

次に、３ページをお開きください。

４、課税内訳であります。これは、補正予算

の金額を課ごとに集計したものであります。

次に、４ページを御覧ください。

一般会計繰越明許費補正集計表であります。

太線で囲んでおります、１月議会申請分が今

回の申請額でありまして、９事業で今回の補正

額と同額となりますけれども、119億81万9,000

円の増額をお願いしております。

次に、５ページをお開きください。

、 。これは 繰越明許費補正の一覧表であります

繰越しの理由は、国の補正予算の関係により、

工期が不足することによるものであります。

次に、６ページを御覧ください。

一般会計の債務負担行為補正の追加でありま

す。これは、道路保全課の公共道路維持事業に

おいて、都城市にあります、国道222号狐谷橋の

橋梁補修工事の期間が令和４年度にまたがるた

め、債務負担行為の設定をお願いするものであ

ります。

説明は以上であります。

道路建設課でありま○吉元道路建設課長補佐

す。

お手元の歳出予算説明資料の63ページをお開

きください。

当課の補正予算額は、25億1,600万円の増額を

お願いしております。その結果、補正後の予算

額は、右から３列目で、185億9,360万4,000円と

なります。

以下、補正の主な内容について御説明いたし

ます。

65ページをお開きください。

まず、上から５段目の（事項）直轄道路事業

負担金であります。これは、国が実施する道路

事業に対する負担金でありまして、国の補正予

算に伴い、４億7,705万円の増額であります。

主な事業内容といたしましては、国道10号都

城道路Ⅱ期工区での道路改築などが予定されて

おります。

次に、その下、２段目の（事項）公共道路新
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設改良事業費であります。

これは、県が管理している国県道の整備費で

ありまして、こちらも国の補正予算に伴い、20

億3,895万円の増額であります。

主な事業内容といたしましては、国道447号真

幸工区での道路改良工事などを予定しておりま

す。

道路建設課の補正予算につきましては、以上

であります。

当課の補正予算について御○東道路保全課長

説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の67ページをお開

きください。

当課の補正予算額は、37億3,059万4,000円の

増額をお願いしております。その結果、右から

３列目の補正後の予算額は、200億3,069万9,000

円となります。

補正の内容について御説明いたします。

69ページをお開きください。

中ほどの（事項）公共道路維持事業費であり

ます。これは、交通安全施設の整備や橋梁・ト

ンネルなどの点検・補修などを行う事業であり

まして 国の補正予算に伴い 37億3,059万4,000、 、

円の増額をお願いするものであります。

主な事業内容といたしましては、昨年、千葉

県八街市で発生した通学路での事故を受けて実

施した、通学路合同点検に基づく防護柵の設置

などの交通安全対策や国道218号の干支大橋の補

修工事などを予定しております。

道路保全課の説明は以上であります。

河川課であります。○小牧河川課長

お手元の歳出予算説明資料の71ページをお開

きください。

当課の補正予算額は、59億909万5,000円の増

額をお願いしております。その結果、補正後の

予算額は、246億6,926万2,000円となります。

以下、補正の主な内容について御説明いたし

ます。

73ページをお開きください。

まず、一番上の（事項）ダム施設整備事業費

であります。

これは、国の補助を受け、ダム管理施設の機

能の向上を図るため、放流施設の改良や機器の

更新等を行う事業であり、国の補正予算によ

り、10億8,451万8,000円の増額であります。

主な事業内容といたしまして、木城町の松尾

ダムにおいて、放流警報設備改良工事などを予

定しております。

次に、74ページをお開きください。

（ ） 。一番上の 事項 公共河川事業費であります

この事項も、国の補助を受け、洪水による浸

水被害を軽減するための河道掘削や堤防の整備

などを行う事業であり 国の補正予算により 34、 、

億9,500万円の増額であります。

主な事業内容といたしまして、延岡市の祝子

川において、堤防補強工事などを予定しており

ます。

次に、その下の（事項）直轄河川工事負担金

であります。

これは、国が実施する河川事業等に対する県

の負担金であり、国の補正予算により、５億24

万の増額であります。

主な事業内容といたしまして、大淀川の直轄

区間などにおける河道掘削工事等を予定してお

ります。

次に、一番下の（事項）直轄災害復旧事業負

担金であります。

国の補正予算により、８億2,933万7,000円の

増額であります。

事業内容といたしましては、国道220号の宮崎
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市大字内海における道路復旧工事に対する県の

負担金となります。

河川課の補正予算につきましては、以上であ

ります。

砂防課であります。○行田砂防課長

お手元の歳出予算説明資料の75ページをお開

きください。

当課の補正予算額は、10億7,525万7,000円の

増額をお願いしております。その結果、補正後

の予算額は、67億9,265万4,000円となります。

以下、補正の内容につきまして御説明いたし

ます。

77ページをお開きください。

まず、ページ上から１つ目の（事項）公共砂

防事業費であります。これは、土石流のおそれ

がある渓流での砂防堰堤などの整備を行う事業

であります。国の補正予算による５億9,475

万7,000円の増額であります。

主な事業内容といたしましては、椎葉村の鹿

野遊谷川において、吹付法枠工などを予定して

おります。

次に、その下の（事項）公共急傾斜地崩壊対

策費であります。これは、急傾斜地の崩壊のお

それがある箇所での擁壁工・のり面工等の整備

を行う事業であります。国の補正予算による４

億3,250万円の増額であります。

主な事業内容といたしましては、宮崎市の芳

士元村地区において、擁壁工などを予定してお

ります。

一番下の（事項）直轄砂防工事負担金であり

ます。これは、霧島火山群からの土砂流出によ

る被害を防止するために、国が実施する直轄砂

防事業に対する負担金でありますが、国の補正

予算による4,800万円の増額であります。

主な事業内容といたしましては、高崎川水系

大幡第３において、砂防堰堤工などを予定して

おります。

砂防課は、以上であります。

港湾課であります。○鈴木港湾課長

歳出予算説明資料の79ページをお開きくださ

い。

当課の補正予算額は、７億8,805万円の増額を

お願いしております。

その結果、補正後の予算額は、一般会計が66

億3,293万7,000円となり、港湾整備特別会計３

億1,294万1,000円と合わせまして、当課の合計

は79億4,587万8,000円となります。

、 。以下 補正の内容について御説明いたします

81ページをお開きください。

中ほどの欄 （事項）公共海岸保全港湾事業費、

であります。これは、港湾区域内の公共海岸の

保全事業に要する経費でありまして、3,000万円

の増額であります。

主な事業内容としましては、外浦港海岸の津

波対策で地質調査を予定しております。

次に （事項）直轄港湾事業費負担金でありま、

す。これは、国の直轄港湾事業に対する負担金

に要する経費でありまして、３億1,705万円の増

額であります。

主な事業内容としましては、宮崎港防波堤改

良工事を予定しております。

一番下の（事項）公共港湾建設事業費であり

ます。これは、公共港湾の建設事業に要する経

費でありまして、４億4,100万円の増額でありま

す。

主な事業内容としましては、細島港16号岸壁

の上部工工事などを予定しております。

港湾課の補正予算につきましては、以上であ

ります。

都市計画課であります。○梅下都市計画課長
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歳出予算説明資料の83ページをお開きくださ

い。

当課の補正予算額は、5,350万円の増額をお願

。 、 、いしております その結果 補正後の予算額は

右から３列目にあります、32億6,635万3,000円

となります。

この補正の内容について御説明します。

85ページをお開きください。

中ほどにある（事項）公共都市公園事業費で

あります。これは、都市公園施設の整備を行う

経費でありまして、国の補正予算に伴い、増額

を行うものであります。

主な事業内容といたしましては、宮崎県総合

運動公園にあります武道館の空調設備改修工事

などを予定しております。

都市計画課からの説明は、以上であります。

高速道対策局です。○ 松高速道対策局長

歳出予算説明資料の87ページをお開きくださ

い。

当局の補正予算額は、６億5,734万円の増額を

お願いしております。その結果、補正後の予算

額は、26億4,762万6,000円となります。

以下、補正の内容について御説明します。

89ページをお開きください。

（事項）高速自動車国道等直轄事業負担金で

す。これは、国が実施する高速自動車国道等事

、 、業に対する県の負担金で 国の補正予算に伴い

６億5,734万円の増額です。

事業内容といたしましては、東九州自動車道

及び九州中央自動車道の整備に伴う国への負担

金となっております。

執行部の説明が終了いたしまし○日髙委員長

た。

暫時休憩いたします。

午後０時５分休憩

午後０時５分再開

委員会を再開いたします。○日髙委員長

執行部の説明は終了いたしました。議案等に

ついて質疑はございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは以上をもって、県土整○日髙委員長

備部を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後０時６分休憩

午後１時48分再開

委員会を再開いたします。○日髙委員長

まず、議案の採決を行いますが、採決の前に

賛否も含め、御意見をお願いいたします。

暫時休憩いたします。

午後１時48分休憩

午後１時48分再開

委員会を再開いたします。○日髙委員長

議案第１号につきまして、原案のとおり可決

することに御異議ございませんでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

。 、○日髙委員長 御異議なしと認めます よって

議案第１号につきましては、原案のとおり可決

すべきものと決定いたしました。

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。

委員長報告の項目及び内容について、御意見

はありませんか。

暫時休憩いたします。

午後１時49分休憩

午後１時50分再開
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委員会を再開いたします。○日髙委員長

委員長報告につきましては、正副委員長に御

一任いただくことで御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにさせてい○日髙委員長

ただきます。

その他、何かありませんでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって、委員○日髙委員長

。 、 。会を終了いたします 皆様 お疲れさまでした

午後１時50分閉会



署 名

常任委員会委員長 日 髙 陽 一商工建設


